
【住所】

・離婚届と同時に住所変更し、平日開庁時間内に届

出の場合は、新しい住所を記入。

・休日・夜間窓口は、住所変更の受付ができないため、

後日住所異動の手続きが必要。

2人の話し合いによる離婚は、「協
議離婚」にチェック。

【未成年者の子がいる方】

共同親権に服する子の氏名を記入。

【未成年者の子がいる方】

単独親権の子は、親権を行う方の欄

に子の氏名を記入。

【未成年者の子がいる方】

必ず夫妻それぞれがチェックをいれてください。

【夫妻の職業】国勢調査の年のみ、記入。

【届出人】 離婚前の氏名を自書

協議離婚・・・夫妻それぞれ署名

裁判離婚・・・申立人又は訴えの提議者がが署名

【未成年者の子がいる方】

「親権者の指定を求める家事審判又は家事調停

の申し立てがされている子」がいる場合、子の氏

名を記入してください。

※可能な限り、家事審判又は家事調停の申し立

てがされていることを証する書面をお持ちください。

【証人】

協議離婚の場合は成人2名の
証人が必要。

（裁判離婚は不要）

【未成年の子がいる方】

3か所必ずチェック。

【婚姻前の氏にもどる者の本籍】

旧姓に戻る方のみ記入。

婚姻により姓が変わった方にチェックし、離婚後の本籍を記入。

●婚姻前の戸籍に戻る場合⇨☑もとの戸籍にもどる

（もとの戸籍が「除籍」になっている場合は戻れません）

●新しく旧姓で戸籍をつくる⇨☑新しい戸籍をつくる

※離婚前の姓を称する場合は、記入不要。

⇨ただし、「離婚の際に称していた氏を称する届」を同時に提出。
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